
 

 

別紙様式第５号（第２２条関係） 

 

 

                                                                  佐高専総第   号 

                                   年  月  日 

 

 

             殿 

 

 

                         佐世保工業高等専門学校長 

                                                            〇 〇 〇 〇 

 

 

ネーミングライツ事業契約解除通知書 

 

 

年  月  日付け佐高専総第   号で採用の決定があったネーミングライツ事業

について、次の理由により契約解除を決定しましたので、佐世保工業高等専門学校ネーミングラ

イツ事業規程第２２条第２項の規定により通知します。 

 なお、第２３条の規定により、既に納入されましたネーミングライツ料については、同条第１

項第６号により本校が契約を解除した場合を除き返還いたしません。 

 

 

対象施設等  

解 除 日        年  月  日 

解 除 理 由  

 

 

 

 

 

 

 




